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ＮＧＯとＯＤＡの連携に関する中期計画 
平成２７年６月-平成２８年６月の進捗報告（案） 

 

平成２８年７月２０日 

ＮＧＯ・外務省定期協議会連携推進委員会 
 

１ ＯＤＡ政策策定における協働 

・平成２７年９月，国連において「持続可能な開発のための２０３０アジェン

ダ」が採択されたが，その過程で，同アジェンダの策定に向けたＮＧＯと政府

の意見交換の場である「ポスト２０１５に関する意見交換会」が合計３回開催

され，そこでのＮＧＯのインプットが交渉の場などでも活用されるなど，政府

とＮＧＯの連携がより一層進み，２０３０アジェンダ推進の核となるパートナ

ーシップを再確認することができた。 

・ＮＧＯ・外務省定期協議会の機会を一層積極的に活用し，新しい国際保健政

策（最終的には「平和と健康のための基本方針」として決定），安保理決議１３

２５号行動計画（１３２５ＮＡＰ），シリアにおける難民支援等についてＮＧＯ

と外務省との間で意見交換を行った。また，外務省からは，同定期協議会にお

いて，「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」の採択や，Ｇ７伊勢志摩

サミット，国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１），ＷＡＷ！

２０１５，世界人道サミット等の国際会議に関する報告を行った。 

・Ｇ７伊勢志摩サミットに関しては，ＮＧＯ主催の「Ｃｉｖｉｌ Ｇ７対話」

において，ＮＧＯとシェルパの対話を実施した他，外務省との意見交換を随時

実施する等様々な場面においてＮＧＯと外務省との連携が図られた。また，世

界人道サミットについても，準備段階において，外務省とＮＧＯの間で意見交

換を行い，またサミット当日に実施されたＮＧＯ主催のイベントに外務省から

参加し，議論に貢献するなど協働した。 

・一方で，日本のＯＤＡ政策に対する現地ＮＧＯの意見の反映については，草

の根・人間の安全保障無償資金協力について，平成２７年度より，現地ＮＧＯ

との意見交換会を実施しているため，こうした取組の結果も踏まえ，今後検討

していく。 

 

２ Ｎ連，草の根技術協力における協働 

・日本ＮＧＯ連携無償資金協力（Ｎ連）における一般管理費を拡充し，ジャパ

ン・プラットフォーム（ＪＰＦ）事業において一般管理費を導入した。これら

の措置は平成２８年７月から導入する。 

新制度では，Ｎ連及びＪＰＦ事業ともに，「現地事業経費」の５％を一般管理

費として計上することを認めるものである。Ｎ連については，「国際協力におけ
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る重点課題」に該当する案件について，これまでの「直接事業費」よりもベー

スを拡大するもの。 

・ＯＤＡの重要政策課題への戦略的パートナーとしてＮＧＯが参画するため，

Ｎ連を活用する可能性を検討することについては今後の課題。 

・平成２７年度「第３回連携推進委員会」（平成２８年３月）において，ＮＧＯ

側からＮ連「パートナーシップ事業」についてのアンケート調査結果が報告さ

れ，同結果を踏まえた意見交換を行った。 

・草の根技術協力事業について，行政事業レビュー・外務省ＯＤＡ第三者評価

等における指摘を踏まえ，ＮＧＯ－ＪＩＣＡ協議会等での協議を経て，平成２

７年度に制度を見直し，草の根協力支援型・草の根パートナー型の統合（新・

草の根パートナー型1）及び小規模金額枠（新・草の根協力支援型）を設置した。

これにより，平成２７年度募集において，応募数は新・草の根パートナー型で

は前年比１．３倍，新・草の根協力支援型では前年比２倍以上に拡大した。ま

た，草の根協力支援型における新規参入団体は，応募数前年比２．５倍・採択

数前年比３．３倍，草の根パートナー型においても，直近２年間の支出実績が 1

億円以下の中小規模団体が前年比２．５倍となるなど，草の根技術協力事業の

参加団体のすそ野が拡大した。 

・草の根技術協力制度見直しに伴い，地域のネットワークＮＧＯとの連携によ

る募集説明会を全国７か所で共同開催した。また草の根技術協力の実績がない

新規団体を対象とした個別相談会も同時開催した。 

・草の根技術協力事業開始後１０年を振り返りつつ成果と課題を明確化し，Ｊ

ＩＣＡとＮＧＯの連携強化と効果的な協働に向けた今後の展開を検討するため，

ＮＧＯ－ＪＩＣＡ協議会に設置した分科会でのＮＧＯ－ＪＩＣＡ協働による調

査・議論の結果を報告書に取りまとめた。 

・また，ＮＧＯ等支援事業の拡大について，平成２７年度ＮＧＯ－ＪＩＣＡ協

議会の重点議題として取り上げ，ＪＩＣＡがネットワーク型ＮＧＯ等との意見

交換会も別途開催し，ＮＧＯと議論を重ねて整理し，ＮＧＯ側からも合意を得

た。平成２８年度適当時期から新制度適用開始予定である。 

 

３ ＯＤＡ本体業務へのＮＧＯ参画促進 

平成２７年度にＮＧＯ－ＪＩＣＡ協議会の下にＮＧＯ・ＪＩＣＡ関係者で構

成するタスクフォースを設置し，ＮＧＯのＯＤＡ本体業務における連携強化・

促進をテーマに協議を行った。ＪＩＣＡから国別開発協力方針（旧国別援助方

                                                   
1 2015年は便宜上「新・草の根パートナー型」「新・草の根協力支援型」の名称で募集しま

したが，2016年度以降は従来の名称に戻し，「草の根パートナー型」「草の根協力支援型」

として募集しています。 
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針）3との整合性・先方政府からの正式要請取付等の案件形成のプロセスに関す

る情報を共有のうえ，ＮＧＯから提案された具体的な案件について形成の可能

性等について検討した。 

 

４ 企業とＮＧＯの連携 

・ＳＤＧｓ達成に果たす企業セクターの役割が注目され，企業とＮＧＯの間で

連携の機運がさらに高まりつつある。 

・平成２７年５月にＪＩＣＡ本部で実施されたＯＤＡを活用した企業海外展開

セミナー「民間企業とＮＧＯ／ＮＰＯの連携促進」を開催したことにつき，そ

の結果を平成２７年度「第１回連携推進委員会」（平成２７年７月）においてＮ

ＧＯとＪＩＣＡが共同で報告した。また，平成２８年２月の「ＮＧＯ×企業連

携シンポジウム」をＪＩＣＡが後援する等の支援を行った。 

・ＪＡＮＩＣが共同事務局を担う「ＮＧＯと企業の連携推進ネットワーク」が

定例会を開催し，世界人道サミットに向けて外務省との共催で Humanitarian 

Innovation Forumを JPF/JCC-DRR/JANIC/東北学院大学が開催するなど，企業と

ＮＧＯの連携をテーマとするシンポジウムやセミナー等がこれまで以上に数多

く開催された。 

 

５ 政策提言・ネットワークＮＧＯとの連携 

・政策提言（アドボカシー）の要素を含むＮ連案件のモデルケースの形成を検

討することについては今後の課題。 

・本年８月に開催される第６回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅥ）については，

外務省と市民ネットワーク ｆｏｒ ＴＩＣＡＤとの間で数回の意見交換会が持

たれ，日本のアフリカ政策に関する提言や，ＴＩＣＡＤへの市民社会の参加に

関する調整が行われた。本年３月にジブチで開催されたＴＩＣＡＤⅥ高級実務

者会合および６月にガンビアで開催されたＴＩＣＡＤⅥ閣僚級準備会合には，

日本のＮＧＯがアフリカのＮＧＯとともに参加，積極的な提言活動を行った。

２０１５年度においては，これらのＮＧＯの取り組みは，外務省ＮＧＯ研究会

（アフリカ開発とＮＧＯ）を積極的に活用する形で行われた。 

・Ｇ７伊勢志摩サミットに向けては，保健分野を中心にＮＧＯによる積極的な

政策提言が行われた。ＮＧＯは，２０１５年度のＮＧＯ研究会「ユニバーサル・

ヘルス・カバレッジとＮＧＯ」の成果を活用して，コミュニティの取り組みを

活用したユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現を訴え，その主張の一部は

首脳宣言及び「国際保健のためのＧ７伊勢志摩ビジョン」にも取り入れられた。 

                                                   
3 開発協力大綱の策定を踏まえ，「国別援助方針」から「国別開発協力方針」に名称変更し

ました。 
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・ＮＧＯ相談員制度を活用し，各地のネットワークＮＧＯとの連携を進めた。 

 

６ 国際機関に関する協働 

・平成２７年１２月，外務省主催で，国際機関と実施契約となった経験のある

ＮＧＯ団体（Implementing Partner）との間で，今後の日本のＮＧＯが国際機

関と連携していくためには何が必要かについて意見交換を行った。今後フォロ

ーアップしていく必要がある。 

 

７ 広報及び地方ＮＧＯによる多様な国際協力における協働 

・平成２７年度，外務省，ＪＩＣＡはＮＧＯと協力し，グローバルフェスタ，

ワンワールドフェスティバル（関西），ワールド・コラボ・フェスタ（中部）他

各種広報行事を実施した。 

・ＮＧＯ相談員は，全国に配置されているＪＩＣＡ国際協力推進員との連携を

行いつつ，一般市民の国際協力に対する理解の促進を進めた。平成２７年度に

おける相談件数は１２，２７６件にのぼった。 

・開発教育について，ＮＧＯ－ＪＩＣＡ協議会の中で全国の ＮＧＯ/市民団体

による開発教育の実施とＪＩＣＡとの連携に関する現状と課題を把握し，連携

強化を図るべく具体的アクションを検討することを目的にしたタスクフォース

を平成２８年度に立ち上げるべく準備を行った。 

・平成２７年度「第３回ＯＤＡ政策協議会」を名古屋にて実施した。Ｇ７伊勢

志摩サミットの開催地に近い名古屋で開催したことで，地方の国際協力ＮＧＯ

を始めとしてＮＰＯや学生，地方議員など多彩な地域の市民社会におけるＧ７

サミットや国際問題に対する関心を掘り起こすことに，一定の効果があった。 

 

８ 人材交流 

・外務省国際協力局主催開発協力セミナー（省内研修）において，ＪＡＮＩＣ

と民間援助連携室代表による講義を実施した。また，同年度における大使館経

済協力担当官研修において，ＮＧＯによる講義を実施した。 

・平成２７年度に実施された以下の外務省，ＪＩＣＡの各種プログラムにおい

て更なる人材交流を行った。 

 外務省のＮＧＯ職員受け入れ研修プログラムにＮＧＯ８名参加。 

 ＪＩＣＡ「国際協力担当者のための PCMを活用したプロジェクト運営基礎

セミナー（計画・立案／モニタリング・評価コース）」：計２７回実施，４

４６名参加。 

 ＪＩＣＡ「地域提案型 NGO組織力アップ！研修」３件実施，計７０名参加。 

 ＮＧＯに対するアドバイザー派遣を国内８件（広報・支援者拡大３件，組
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織運営・その他５件），海外派遣１件（技術アドバイス／ベトナム）実施。 

 ＪＩＣＡのＮＧＯ活動支援制度を利用し，３名の青年海外協力隊の帰国隊

員がインターンとしてＮＧＯで活動。 

 平成２７年度第１回ＮＧＯ相談員連絡会議において，ＪＩＣＡ職員による

講義を実施。平成２７年度第２回ＮＧＯ相談員会議と全国国際協力推進員

会議を同時期に兵庫で開催し，ＮＧＯ相談員と国際協力推進員間の交流を

促進した。 

 平成２８年３月，大学生国際協力フィールド・スタディ・プログラムに参

加した大学生４０名を対象にＮＧＯ（ＪＡＮＩＣ）とＪＩＣＡ合同でキャ

リアセミナーを実施した。 

 ＪＩＣＡ中部ではＪＩＣＡ中部所管地域の国際協力推進員６名とＮＧＯ

相談員受託ＮＧＯ（名古屋ＮＧＯセンター，ＩＣＡＮ）との意見交換（６

月），ＪＩＣＡボランティア帰国報告会でのＮＧＯ相談員ブース設置（７

月）を通じ，ＮＧＯを通じた国際協力の推進をＮＧＯ－ＪＩＣＡ双方で進

めた。 

 

９ 安全対策を巡る協議 

日本ＮＧＯ連携無償資金協力事業及びＪＰＦ事業に携わるＮＧＯ団体及び外

務省は，現地におけるＮＧＯ駐在員と大使館の間でより一層緊密な連絡をとる

ようにするなど緊急時の連絡体制整備に努めた。また，ＮＧＯ側では，自らの

安全対策向上のためのセミナーを行い，外務省もこれに参加し，安全対策につ

いてＮＧＯと意見交換を行った。この動きはＮＧＯ側が主体となり安全対策の

基準策定やトレーニングなど，更に拡大・深化する予定である。 

 

１０ 戦略的協働のための予算 

・中期計画の実現のために有効活用するとされていた「ＮＧＯ活動環境整備支

援事業予算」の増額のための努力と協働が外務省とＮＧＯ双方に求められてい

る。 

・なお，ＮＧＯと外務省は，平成２７年度，「ＮＧＯ活動環境整備支援事業」の

「ＮＧＯ研究会」を活用し，日本のＮＧＯの財政基盤強化につながる遺贈・相

続財産寄付についてＮＧＯの理解促進のために協働した。 

・また，ＮＧＯも，その独立性を保ち，より広い層の市民に支えられながら本

中期計画を実現していくために，支援者層の一層の拡大と自己資金比率の維

持・向上が求められる。 

 

                                 （了） 


